
 

春節・平昌オリンピックに向けた 

口蹄疫や鳥インフルエンザ等の 

防疫対策の強化をお願いします 

H30.1.17   

病原体持込み防止 
• 車両、人の立入りについて 
  関係者以外の立入り禁止 
    入場する車の消毒 
 

• 衣服や手指の消毒について 
  農場専用の衣服、長靴の使用 
    消毒の徹底（手指、長靴など） 
 

• 立入る人の記録について 
     海外渡航歴の確認、立入者の記録 
 （海外渡航歴1週間以内の人の立入り禁止） 

 
異常を発見した場合は、すぐに家畜保健衛生所にご連絡ください。 
※平日時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）や休日の電話に対しては、 
「電話交換業務が終了しています。」に続く、 

 「お急ぎの場合は、そのまま「１番」 をダイヤル願います。」 
の案内メッセージに従って対応をお願いします。 

 

飛 騨 家 畜 保 健 衛 生 所 （飛 騨 総 合 庁 舎 内） 
〒506-8688 高山市上岡本町7-468        E-mail：c24508@pref.gifu.lg.jp 

ＴＥＬ：0577-33-1111（内線402）     ＦＡＸ:0577-32-9019 

家畜衛生情報 

飼養衛生管理基準の再徹底をお願いします！ 

 これから春節（2月16日）、平昌オリンピック（2月9日～）を迎えるに 
あたりアジア地域の人や物の移動が盛んになることに加え、日本 
からの海外渡航者が増加することが見込まれます。 
 日本への口蹄疫、鳥インフルエンザ等の病原体の侵入リスクが 
高まるので、十分注意が必要です。 
 

（裏面もご覧ください） 



平成30年分「定期報告書」の 

提出をお願いします！ 

報告内容（2月1日時点） 

1．基本情報 

2．飼養衛生管理基準の遵守状況 

3．添付書類 
農場の平面図 
埋却用地の確保状況等 

家畜の所有者、管理者の氏名住所 
農場の名称、住所 
家畜の種類、頭羽数 

※添付書類については 
 去年と変更ない場合、省略可能です 

提出先 

飛騨家畜保健衛生所   
〒506-8688  高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内  
   

家畜伝染病予防法に基づき、家畜飼養者は定期報告書を提出 
することとなっています。 

作成にあたっての注意事項 

１．添付書類は、毎年の報告時の参考にもなりますので、今回の提
出時には、複写する等して、各自、大切に保管してください。 

 
２．飼育頭羽数が出荷により通常よりも相当程度少ない場合、出荷

前の頭羽数を記載してください。 
 
３．埋却用地の確認のため、埋却場所の分かる図面を添付いただき

ますよう御協力お願いします。 


